
 

「情報提供・相談体制の強化」の上半期の取組状況 

＜情報提供の充実＞ 

①テレビ、ラジオ、広報誌を活用した周知（6月～） 

②各種事業の広報用リーフレットの配布による周知（7月、4,120部） 

・専門学校や市町村等関係機関への周知依頼 

③「ひとり親家庭等福祉のしおり」の配布を通じた周知（8月、22,500部）【別添 1】 

 ・市町村や保育所、学校等に加えて、民生委員・児童委員、子ども食堂、 

若者サポートステーション、児童家庭支援センター、少年サポートセンターへ配布 

 ・県ホームページへの掲載 

＜市町村でのしおりの活用状況（H29.10調査）＞ 

 ・離婚届提出窓口に設置・配付・・・・・・・・１３市町村 

・ひとり親家庭担当窓口に設置・配付・・・・・３３市町村  

・児童扶養手当現況届案内、提出時に配付・・・２８市町村 

・その他の窓口に設置 ・・・・・・・・・・・・・ ８市町村  

④ひとり親家庭等就業・自立支援センターのチラシの配布（8月、4,500部）【別添 2】 

・市町村、社会福祉協議会、ハローワーク、ジョブカフェこうち、ソーレ、 

福祉人材センター、母子生活支援施設、高知家の女性しごと応援室他 

⑤児童家庭課フェイスブックへの情報掲載（8月～） 

 ・しおり、ひとり親家庭等就業・自立支援センター等についての広報 

⑥手に取りやすいカードを活用した周知（9月、5,000部）【別添 3】 

・ひとり親家庭等就業・自立支援センター周知用のカードを作成し、市町村へ周知依頼 

⑦ひとり親家庭等就業・自立支援センターホームページによる最新情報の提供（通年） 
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